
令和２年度 第１回駒ヶ根市総合教育会議 

令和２年８月 26日 

                      本庁舎 大会議室 

 

１ あいさつ 

   市 長 

 

   教育長 

 

 

２ 協議事項 

 (1) 第２次駒ヶ根市教育大綱について 

 

 

 

 

３ 意見交換 

 ・教育行政について 

 

 

 

 ・駒ヶ根市小中学校ＩＣＴ教育の推進について  資料 1 

 

 

 

 ・新型コロナウイルス感染症の状況（教育委員会）について  資料２ 

 

 

 

 ・その他 

 

 

 

４ その他 

 











































































駒ヶ根市小中学校 ICT教育の推進について 
 

 

 

 

【事業内容と事業費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１人１台端末でできること】                                                    【学習の例】 

 

 

 

 

 

 

調べ学習 課題や目的に応じて、インターネット等を用い、記事や動画等の様々な情報を収集・整

理・分析 

表現・制作 文章作成やプレゼンソフトを利用し、一人ひとりが自分の考えをまとめ、みんなと共有

する 

個別学習 一人ひとりの学習状況に応じてデジタル教材を活用したきめ細やかな個別学習対応 

遠隔教育  臨時休校時においては、映像コンテンツや担任による動画配信などの工夫等、より効果

的な学習教材の提供が可能。子どもの健康状態や学習の進捗状況確認や生活指導、学習

相談にも対応可能 

「１人１台端末」ではない環境 
 

「１人１台端末」の環境 

・教師が黒板等を用いて説明 一斉学習 ・教師は授業中でも一人一人の反応を把握できる 

→ 子供たち一人一人の反応を踏まえた授業が可能 

・全員が同時に同じ内容を学習する 

（一人一人の理解度等に応じた学びは困難） 

個別学習 ・それぞれが同時に別々の内容の学習が可能 

→ 一人一人の教育的ニーズや、学習状況に応じた個

別学習が可能 

・グループ発表ならば可能だが、自分独自の意見

は発信しにくい 

（積極的な子はいつも発表するが、控えめな子は

「お客さん」に） 

協働学習 ・一人一人が記事や動画等を集め、独自の視点で情報

を編集できる 

・各自の考えを即時に共有し、共同編集ができる 

→ 全ての子供が情報の編集を経験しつつ、多様な意

見にも即時に触れられる 

①小学校１年生から中学校３年生への一人一台端末環境整備 

  端末２,８４７台（児童生徒(2,655 台)、教師指導用（192 台）） 

   小学校１・２年生  iPad 

   小学校３年生以上  Chromebook（クロームブック） 

  事業費 １７３,９８５千円 

  

【目的】 

社会構造が大きく変化する中、 Society 5.0 時代に生きる子供たちの未来を見据え、子どもたち一人ひとりに個別最適化された学びを提供し、求められる能力の育

成を実現するために、学習手段の 1 つとして ICT を活用した教育を導入する。 

 

 

 ③家庭学習のための通信機器整備 

 モバイルルーター ３６９台 

 １０,３３２千円(通信費含む) 

④学校からの遠隔学習機能整備 

 撮影用広角カメラ、通信用マイク等 ７校分 

 ２４５千円 

⑤大型提示装置の設置 

小中学校の普通教室・特別教室への設置 

令和元・２年で中学校全普通教室に設置済 

令和３年度以降、小学校へ設置予定 

②校内通信ネットワーク（校内 LAN）整備 

  普通教室と特別教室で高速インターネットが利用できるための通信ネッ

トワークの構築と電源キャビネットを整備する。 

事業費 １６５,０００千円  

資料１ 



資料２ 

新型コロナウイルス感染症対応の状況(教育委員会) 

１ 子ども課の対応 

(１) 市内小中学校 

・臨時休校期間 

  令和２年４月１０日 ～ ４月２３日 

            ～ ５月 ６日まで延長 

            ～ ５月２０日まで延長 

      ５月１１日 ～ 分散登校開始(地区ごと午前･午後分けて実施) 

      ５月２１日 ～ 感染予防に留意し通常登校開始(給食あり) 

・令和２年８月１日～夏季休暇(通常より１０日程度減少) 

 

(２) 子ども交流センター･子どもクラブでは学校が休校中、１日開館実施 

  以降、感染対策に留意し通常開館 

(３) 保育園･幼稚園については、感染リスクを下げる取組みを徹底し運営 

(４) 健診等については延期等を行い対応、以降、感染リスクを下げる取組みを

徹底し実施 

２ 社会教育課の対応 

(１) 公共施設の運営(公民館・文化施設・体育施設等) 

 ・休館期間 

     令和２年４月１０日 ～ ５月 ６日 

             ～ ５月１０日まで延長 

             ～ ５月３１日まで延長 

 ・６月１日以降、一部の施設を除き県民に限りチェクシート等の提出を依頼し、 

感染リスクを下げる取組みを徹底し開館(６月１９日以降、調理室利用可) 

・7月１日より文化センター大ホールについて、ホールの利用条件(距離の確 

保等の徹底)を付して開館 

 

(２) 各種イベントの見直し 

 ・ハーフマラソンの中止、リモートマラソンへの変更 

 ・成人式の延期、各種イベント中止の検討 


